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1  背 景 とね らい

「新政策」において、 「経営感覚に優れた経営体育成」や 「経営形態の選択肢の拡大」が う

たわれている。特 に法人化 については 「経営管理能力、資金調達力、取 引信用力及び雇用労働

関係の明確化 と労災保険な どの適用 による雇用労働者の福祉 の増進や新規就農者の確保が容易

になる」 との観点か らその具現化が期待 されている。 しか し、 そのためには法人化のメ リッ ト、

デメ リッ トを明 らかに し、 どうい う形態の法人化が望ま しいかを明 らかにす る必要がある。

そこで経営形態や所得によ って税や社会保険などの負担経費を シ ミュ レー トし、法人化の損

益分岐なども検討できるシステムを開発 した。

2  技 術の内容

( 1 )シ ステムの内容

本 システムによ り農家の経営形態別 (個人 〈白色 申告、青色 申告〉、法人)に 、税引き前事

業所得 (以後事業所得 とい う)と 家族構成等を入力するだけで、所得税 ・地方税 (県民税、市

町村民税)・ 法人税等を算定できる。 また、事業所得を連続 的に変化 させ、税等負担経費を シ

ミュレー トす ることによ り、事業所得の金額に応 じた可処分所得額の算定ができる。 さらに専

従者給与等を変化 させ ることによ り納税額の検討 も可能である。

( 2 )使 用方法 と分析例

ア 前 提条件の入力

①事業所得 と専従者の給与 。賞与 を入力す ることによ り自動 的に税や社会保険料が算定 され る。

ここでの青色 申告および法人の専従者給与は事業所得 に一定の割合を掛けて算 出 してお り、

青色 申告の場合は事業主 3 3 %。 専従者 6 7 %、 法人の場合は事業主 3 0 %、 専従者 5 0 %、

法人 2 0 %と した。 また、専従者の年収の上限を 8 0 0万 円と した。

②家族の人数、年齢、健康状況等を入力す ることによ り、専従者 と扶養者および扶養控除等が

算定 される。

③家族等の状況を変えずに専従者の所得配分率を連続的に変更 し、可処分所得等の推移を検討

す る場合は、あ らか じめ配分表を作成 してお く必要がある。

④事業所得を連続 的に変更 してその負担経費や可処分所得を一覧表にす る場合は、 シ ミュレー

ションしよ うとす る事業所得を事前に指定欄 に入力 してお く必要があ る。なお、事業所得五

百万円増加す るごとに従業員を 1人 増やす前提で雇用に伴 う社会保険負担経費をみた。

イ 分 析例

上記の前提条件の もとでの経営形態別可処分所得等の試算結果は次の とお り。

①税負担額の推移

事業所得 1 , 0 0 0万円までの税負担額の推移をみると、事業所得が 6 0 0万 円を超えると白色

申告の税負担が急に上昇 してい く。 6 0 0万 円未満では所得を分割す ることによ り地方税の

支払が多 くな り、 白色 申告の負担が少な くなる。一方、青色申告 と法人の場合を比べ ると、

事業所得が 8 0 0万 円を超えれば法人の税負担は安 くなる。

②社会保険負担額の推移                 ‐
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個 人 で負担 す る社 会保 険は所得 に 関係 な く一 定額 ( 国民年 金、農 業者 年 金 ) あ るいは負担

限度 額 が設定 され てお り、事業 所得 が 5 0 0 万 円 を超 え る と一 定額 とな って しま う。
一 方、

法人 の場 合 は給 料 に一 定 比率 を乗ず る計算 式 の ため、所得 が多 くな る と際 限な く増大 して い

く。 また、事業所得が増えると雇用が増加す るので、それに伴 う社会保険経費 も増えてい く。

この例では事業所得が 6 5 0 万 円以上になると個人の社会保険負担額 を法人の負担額が上回

るよ うになる。

③可処分所得の推移 と法人化の損益分岐

青色 申告 と法人の家族全体の可処分所得の推移をみると、 「法人成 り」す ることによって

事業所得 8 0 0 万 円を超えると節税になるが、節税分を上回る社会保健料の負担が生ず る。

事業の継続 には雇用の確保が大事であ り、社会保健制度の完備 していない場合の雇用不安等

のマイナス面を考慮す ると、雇用が必要 となる時点での法人成 りを検討す る必要がある。

この例では事業所得2 , 0 0 0 万円前後で雇用が必要 となるとい う前提で試算 しているが、青色

申告 と法人 との可処分所得の差が最 も大き くなるのは2 , 5 0 0 万円の場合で、 その差は約 2 0 0

万円である。 この差が多 いか少ないかは地域の雇用情勢、法人に与え られている税制上の特

例、社会的信用、事業の継続性、雇用の確保等を総合的な検討を加えて判断 しなければな ら

ない。なお、事業所得が5 , 0 0 0 万円を超えると差が少な くな り、雇用人数 も多 くなることか ら

法人が有利 といえる。

④可処分所得 と専従者の給与

専従者の給与 を変化 させて可処分所得の推移を シ ミュレー トす ると、青色 申告では専従者

と事業主がほぼ同 じ額 にな った場合の可処分所得が最大 とな った。一方、法人の場合は事業

所得 によ って異な り、事業所得3 , 0 0 0 万円の場合には専従者 5 0 % 、 事業主 3 0 % 、 法人 2 0

% で あ った。

指導上の留意事項

( 1 ) 税 制、社会保健制度等が改定にな った場合は税率や保険料等を変更す る必要がある。

( 2 ) 家 族労働の許容範囲を稼働人数 ×5 0 0 万 円 (事業所得)と した。それを超えた事業

所得がある場合は、事業所得が 5 0 0 万 円増加す るごとに雇用を 1人 増やす ことと して

社会保険等を計算 した。 ただ し、 自色 申告や青色 申告では雇用の社会保険等を考慮 して

いない。

( 3 ) 税 理士報酬は青色 申告の場合 1 , 0 0 0 万円以上を対象 と した。 白色申告の税理士報酬はみ

ていない。算定は東北税理士会報酬規定によ った。

( 4 ) こ の システムでは交際費 ・消費税の 自動計上は していない。

( 5 ) 法 人には税制上の特例が認め られてお り、該当する事項がある場合は事業所得か ら差

し引 くこと。

( 6 ) 赤 字繰越等法人の長期的な経営メ リッ トについては考慮に入れていない。

( 7 ) 家 族の健康状態、年齢、扶養状況によって控除額が大幅に異な るので正確に入力す る

こと。

( 8 ) 本 システ ムを利用す るにはパ ソコン ( N E C 9 8 0 1 等)お よび表計算 ソフ トロータス1 2 3 ( R 2 . 3

J 以上 )、 メモ リ5。6 M b 以上が必要である。
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